
旭医大達第29号
令和7年4月1日

旭川医科大学病院諸料金規程の一部を改正する規程を次のように定める。
旭川医科大学長　　西　川　祐　司

旭川医科大学病院諸料金規程の一部を改正する規程

※下線部分は，改正箇所を示す。

（略） （略）

　 　　　附則

　この規程は，令和7年5月1日から施行する。

別表 別表
1　保険適用外の料金 1　保険適用外の料金

区分 金額 区分 金額

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

診断書料　1通につき 5,500 診断書料　1通につき 2,750

死亡診断書(死体検案書)料　1通につき 6,600 死亡診断書(死体検案書)料　1通につき 4,400

証明書料　1通につき 5,500 証明書料　1通につき 2,750

特殊診断書料　1通につき 7,700 特殊診断書料　1通につき 4,950

特殊証明書料　1通につき 6,600 特殊証明書料　1通につき 4,400

特殊診断書料及び特殊証明書料(前記特殊診断書料及び特殊証
明書料のうち，特に記載内容の複雑なもの又は作成に特別の
手数を要するもの)　1通につき

11,000
特殊診断書料及び特殊証明書料(前記特殊診断書料及び特殊証
明書料のうち，特に記載内容の複雑なもの又は作成に特別の
手数を要するもの)　1通につき

6,600

（略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略）

美容外来初回加算 3,500 美容外来初回加算 3,500

(削除） (削除） グリコール酸ケミカルピーリング　1回につき 5,500

サリチル酸ケミカルピーリング　1回につき 7,700 サリチル酸ケミカルピーリング　1回につき 7,700

（略） （略） （略） （略）

レーザーフェイシャル（全顔） 12,100 レーザーフェイシャル（全顔） 12,100

レーザーフェイシャル（額以外の顔） 9,680 レーザーフェイシャル（額以外の顔） 9,680

(削除） (削除） レーザーフェイシャル（頚部） 3,630

レーザーフェイシャル（全顔＋頚部） 14,520 レーザーフェイシャル（全顔＋頚部） 14,520

改　正　後 現　　　行

旭川医科大学病院諸料金規程（平成１６年旭医大達第５３号）の一部について，下表右欄（「現行」欄）を同表左欄（「改正後」欄）のように改正する。

文書料 文書料

処置料
等

処置料
等



（略） （略） （略） （略）

イオントフォレーシスナビジョン（1回につき） 5,500 イオントフォレーシスナビジョン（1回につき） 5,500

ボトックス注射（1回につき） 60,000 ボトックスによるしわ取り注射（1回につき） 60,000

グラッシュビスタ処方料 3,500 グラッシュビスタ処方料 3,500

（略） （略） （略） （略）

PFC―FD（血小板由来因子濃縮物（凍結乾燥））療法 PFC―FD（血小板由来因子濃縮物（凍結乾燥））療法

　血液採取時 22,000 　血液採取時 22,000

　血小板由来因子濃縮物（凍結乾燥）注入時（PFC-FD） 121,000 　血小板由来因子濃縮物（凍結乾燥）注入時 154,000

　血小板由来因子濃縮物（凍結乾燥）注入時（PFC-FD 2.0）
　（新設）

154,000（新設）

アレックスビー筋注用1V 23,320 アレックスビー筋注用1V 23,320

（略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

（略） （略）

【改正理由】

・近年の著しい物価上昇，当院の厳しい財務運営及び他の国立大学病院の料金設定を考慮
し，診断書料等の自費料金を見直すもの。
・皮膚科で実施している処置の見直しに伴うもの。
・整形外科で実施しているPFC―FD療法について，新たな実施方法を提供することに伴
い，自費料金を設定するもの。

処置料
等

処置料
等


